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◦�わたしたち南魚沼市民は、人間を大切にします。　
◦��わたしたち南魚沼市民は、自然を大切にします。
◦�わたしたち南魚沼市民は、ものづくりを大切にします。
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令
和
４
年
度 

新
潟
県

交
通
災
害
共
済
の
加
入

申
込
み
が
始
ま
り
ま
す

問
環
境
交
通
課

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
６

　
新
潟
県
交
通
災
害
共
済
の
加
入

申
込
み
は
、
各
行
政
区
で
取
り
ま

と
め
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
次
の

行
政
区
で
は
各
自
で
加
入
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　
加
入
を
希
望
す
る
人
は
、
加
入

申
込
み
は
が
き
に
会
費
（
１
人
：

５
０
０
円
）
を
添
え
て
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
除
く
金
融
機
関
の
窓

口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
対

象
の
行
政
区
以
外
の
人
も
金
融
機

関
で
申
込
み
可
）

　
加
入
申
込
み
は
が
き
は
２
月
末

ま
で
に
、
市
か
行
政
区
か
ら
届
く

予
定
で
す
。

対
象
行
政
区

大�

和
地
域　
湯
谷
、
芋
赤
、
門
前
、

高
田
、
茗
荷
沢
、
岩
山
、
西
浦
、

浦
佐
上
町
、
田
町
、
富
町
、
川

原
町
、
浅
地
町
、
鰕
島
、
八
色

原
、
穴
地
新
田
、
下
一
、
下
二
、

海
士
ヶ
島
新
田
、
今
町
新
田
、

芹
田
、
九
日
町
、
今
町

六�

日
町
地
域　
広
堀
、
中
手
原
、

山
口
、
岡
、
下
出
浦
、
下
薬
師

堂
、
藤
原
、
法
音
寺
、
稲
穂
ヶ

丘
、
泉
新
田
、
長
森
、
野
田
、

北
田
中
、
宇
津
野
、
奥
、
寺
尾
、

五
日
町
１
区
、
五
日
町
２
区
、

五
日
町
３
区
、
欠
之
下
、
舞
台
、

京
岡
、
中
川
新
田
、
金
城
、
宮
、

君
帰
、
欠
之
上
、
庄
之
又
、
美

佐
島
、
余
川
本
町
、
飯
綱
町
、

学
校
町
１
丁
目
、
学
校
町
２
丁

目
、
学
校
町
３
丁
目
、
学
校
町

４
丁
目
、
北
辰
、
小
栗
山
、
仲

町
、
伊
勢
町
、
八
幡
、
大
和
町

２
丁
目
、
緑
町
、
栄
町
、
上
町

１
丁
目
１
区
、
上
町
１
丁
目
２

区
、
上
町
１
丁
目
３
区
、
上
町

１
丁
目
４
区
、
上
町
２
丁
目
、

坂
戸
、
東
泉
田
、
西
泉
田
、
若

葉
町
、沖
町
、上
大
月
、下
大
月

塩�

沢
地
域　
三
郎
丸
、
枝
吉
、
金

清
坊
、
中
之
島
、
上
田
掛
之
下
、

吉
里
、
北
山
、
一
分
区
、
五
分

区
、
六
分
区
、
八
竜
、
中
野
、

吉
山
、
中
子
、
舞
子
、
南
田
中
、

君
沢
、
大
和
、
関
、
石
打

南
魚
沼
市
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
更
新
に
伴
う

Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
変
更

問
秘
書
広
報
課 

秘
書
広
報
班

　
☎
７
７
３
・
６
６
５
８

　
南
魚
沼
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

は
、
利
便
性
な
ど
の
向
上
の
た
め
、

現
在
更
新
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
更
新
し
た
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は

３
月
１
日
㈫
か
ら
公
開
し
ま
す
。

更
新
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
使
用
し

て
い
た
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

の
ア
ド
レ
ス
）
が
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

を
除
い
て
、
す
べ
て
変
更
と
な
り

ま
す
。

　
市
が
発
行
し
た
市
報
や
チ
ラ
シ
、

各
種
冊
子
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
使
用
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

問
臨
時
特
別
給
付
金
事
務
局

　
（
福
祉
課 

厚
生
福
祉
係
）

　
☎
７
７
３
・
６
８
０
６

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す

る
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
対
象

と
な
る
人
に
、
確
認
書
を
郵
送
し

ま
す
。
内
容
を
確
認
し
、
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

給
付
額

　
１
世
帯　
１
０
０
，０
０
０
円

対
象
世
帯
（
す
べ
て
に
該
当
）

・�

基
準
日
（
令
和
３
年
１２
月
１０

日
）
に
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
が
あ
る�（
外
国
人
を
含
む
）

・�

世
帯
全
員
が
令
和
３
年
度
の
市

お知らせ版

　
本
紙
に
掲
載
し
て
い
る
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

中
止
や
延
期
、
内
容
が
変
更

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
、
各
お
問

い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

県
民
税
均
等
割
非
課
税
の
世
帯

（
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
）

※�

基
準
日
以
降
に
世
帯
全
員
が
死

亡
し
た
場
合
は
対
象
外

確
認
書
の
記
入
・
提
出
方
法

　
記
載
例
を
確
認
し
て
必
要
事
項

を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
の

上
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送

す
る
か
、
福
祉
課
に
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

受�

付
期
間　

５
月
１５
日
㈰
ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

※�

「
対
象
世
帯
だ
と
思
う
が
、
申

請
書
が
届
か
な
い
」
な
ど
、
不

明
な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

他�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
、
大
幅
に
収
入
が
減

少
し
た
世
帯
が
対
象
の
臨
時
特

別
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
市
報

３
月
１５
日
号
に
掲
載
し
ま
す
。
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